
条

例

福
島
県
税
特
別
措
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
、
福
島
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
、
福
島
県
原
子
力
発
電
所
立
地
地
域
振
興
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
一
般

旅
券
発
給
申
請
等
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
保
健
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
旅
館
業
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
温
泉
法
施

行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
商
業
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
、
福
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
及
び
福
島
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
七
月
十
二
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
条
例
第
六
十
九
号

福
島
県
税
特
別
措
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
税
特
別
措
置
条
例(

昭
和
三
十
八
年
福
島
県
条
例
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
五
条
第
一
項
、
第
六
条
の
二
、
第
九
条
及
び
第
九
条
の
六
第
一
項
中｢

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十

一
日｣

を｢

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
福
島
県
税
特
別
措
置
条
例
の
規
定
は
、
平
成
二

十
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

(

税

務

課)

福
島
県
条
例
第
七
十
号

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
一
条

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例(

昭
和
二
十
六
年
福
島
県
条
例
第
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

12

福
島
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例(

昭
和
二
十
八
年
福
島
県
条
例
第
三
十
五
号)

附
則

第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
例
の
適
用
に
つ
い
て
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
死
亡
し
た
も

の
と
推
定
さ
れ
た
職
員
に
対
す
る
こ
の
条
例
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
日
に
、
当
該
職
員

は
、
死
亡
し
た
も
の
と
推
定
す
る
。

(

福
島
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
二
条

福
島
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例(

昭
和
二
十
八
年
福
島
県
条
例
第
三
十
五
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

17

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
よ
り
行
方

不
明
と
な
つ
た
職
員(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て｢

行
方
不
明
職
員｣

と
い
う
。)

の
生
死
が
三
月

間
分
か
ら
な
い
場
合
又
は
行
方
不
明
職
員
の
死
亡
が
三
月
以
内
に
明
ら
か
と
な
り
、
か
つ
、
そ
の

死
亡
の
時
期
が
分
か
ら
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
条
例
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
日
に
、
当

該
行
方
不
明
職
員
は
、
死
亡
し
た
も
の
と
推
定
す
る
。

(

福
島
県
職
員
恩
給
条
例
の
一
部
改
正)

第
三
条

福
島
県
職
員
恩
給
条
例(

昭
和
三
十
二
年
福
島
県
条
例
第
三
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

附
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(
死
亡
に
係
る
給
付
の
支
給
に
関
す
る
規
定
の
適
用
の
特
例)

第
十
四
条

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
よ

り
行
方
不
明
と
な
つ
た
者
の
生
死
が
三
月
間
分
か
ら
な
い
場
合
又
は
そ
の
者
の
死
亡
が
三
月
以
内

に
明
ら
か
と
な
り
、
か
つ
、
そ
の
死
亡
の
時
期
が
分
か
ら
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
条
例
の
死
亡
に

係
る
給
付
の
支
給
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
日
に
、
そ
の
者
は
、
死
亡
し
た
も
の

と
推
定
す
る
。
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

条

例

○
福
島
県
税
特
別
措
置
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

一

○
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

一

○
福
島
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

二

○
福
島
県
原
子
力
発
電
所
立
地
地
域
振
興

基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二

○
福
島
県
一
般
旅
券
発
給
申
請
等
手
数
料

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二

○
福
島
県
保
健
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

三

○
福
島
県
旅
館
業
法
施
行
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

三

○
福
島
県
温
泉
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

三

○
福
島
県
商
業
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

四

○
福
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

四

○
福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

四

○
福
島
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

四



(

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
四
条

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
の
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例(

昭
和
四
十

二
年
福
島
県
条
例
第
四
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(
死
亡
に
係
る
給
付
の
支
給
に
関
す
る
規
定
の
適
用
の
特
例)

第
六
条

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
よ
り

行
方
不
明
と
な
つ
た
者
の
生
死
が
三
月
間
分
か
ら
な
い
場
合
又
は
そ
の
者
の
死
亡
が
三
月
以
内
に

明
ら
か
と
な
り
、
か
つ
、
そ
の
死
亡
の
時
期
が
分
か
ら
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
条
例
の
死
亡
に
係

る
給
付
の
支
給
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
日
に
、
そ
の
者
は
、
死
亡
し
た
も
の
と

推
定
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

職
員
業
務
課
福
利
厚
生
室)

福
島
県
条
例
第
七
十
一
号

福
島
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

福
島
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例(

昭
和
四
十
八
年
福
島
県
条
例

第
四
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
別
表
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
以
後
の
項
中｢

以
後｣
を｢
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一

日
ま
で｣

に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま

年
一
・
八
パ
ー
セ
ン
ト

で平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま

年
一
・
九
パ
ー
セ
ン
ト

で平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま

年
二
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト

で平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま

年
二
・
二
パ
ー
セ
ン
ト

で平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま

年
二
・
六
パ
ー
セ
ン
ト

で平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま

年
二
・
九
パ
ー
セ
ン
ト

で

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま

年
三
・
四
パ
ー
セ
ン
ト

で平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

年
三
・
六
パ
ー
セ
ン
ト

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

年
三
・
九
パ
ー
セ
ン
ト

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま

年
四
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト

で平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
以
後

年
四
・
一
パ
ー
セ
ン
ト

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

職
員
業
務
課
福
利
厚
生
室)

福
島
県
条
例
第
七
十
二
号

福
島
県
原
子
力
発
電
所
立
地
地
域
振
興
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
原
子
力
発
電
所
立
地
地
域
振
興
基
金
条
例(

昭
和
六
十
三
年
福
島
県
条
例
第
十
二
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中｢

六
十
四
億
二
十
七
万
六
百
円｣

を｢

二
十
億
三
千
六
百
九
十
万
九
千
六
百
円｣

に
改
め

る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

市
町
村
財
政
課)

福
島
県
条
例
第
七
十
三
号

福
島
県
一
般
旅
券
発
給
申
請
等
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
一
般
旅
券
発
給
申
請
等
手
数
料
条
例(

平
成
十
二
年
福
島
県
条
例
第
一
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
附
則
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
に
係
る
一
般
旅
券
の
発
給
の
特
例
に
関
す
る
法
律(

平
成
二
十
三
年
法

律
第
六
十
四
号
。
次
項
に
お
い
て｢

旅
券
特
例
法｣

と
い
う
。)

第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
震
災

特
例
旅
券
の
発
給
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
及
び
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
手
数
料
を
徴
収
し

な
い
。

３

旅
券
特
例
法
第
二
条
第
一
項
の
申
請
に
係
る
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
一
般
旅
券
の
発
給
に
つ
い

て
は
、
第
一
条
及
び
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
手
数
料
を
徴
収
し
な
い
。

附

則
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１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

附
則
に
二
項
を
加
え
る
改
正
規
定(

附
則
第
三
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。)

は
平
成
二
十
三
年
三

月
十
一
日
か
ら
、
附
則
に
二
項
を
加
え
る
改
正
規
定(

附
則
第
二
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。)

は
同

年
六
月
八
日
か
ら
適
用
す
る
。

３

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
納
付
さ
れ
た
福
島
県
一
般
旅
券
発
給
申
請
等
手
数
料
条
例
附
則
第
二

項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
発
給
に
係
る
手
数
料
は
、
同
条
例
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
返

還
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

国
際
課
旅
券
室)

福
島
県
条
例
第
七
十
四
号

福
島
県
保
健
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
保
健
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例(

昭
和
三
十
七
年
福
島
県
条
例
第
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
附
則
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
る

者
で
あ
つ
て
東
日
本
大
震
災(

東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に

関
す
る
法
律(

平
成
二
十
三
年
法
律
第
四
十
号)
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
東
日
本
大
震
災
を
い

う
。)

に
よ
り
被
害
を
受
け
た
も
の
に
対
す
る
第
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
表
中

｢

三
二
、
〇
〇
〇
円｣

と
あ
る
の
は｢

三
九
、
〇
〇
〇
円｣
と
、｢

三
六
、
〇
〇
〇
円｣

と
あ
る
の

は｢

五
六
、
〇
〇
〇
円｣

と
、｢

一
五
、
〇
〇
〇
円｣

と
あ
る
の
は｢

一
九
、
〇
〇
〇
円｣

と
、｢

二

一
、
〇
〇
〇
円｣

と
あ
る
の
は｢

三
二
、
〇
〇
〇
円｣

と
す
る
。

３

貸
与
を
受
け
た
修
学
資
金
の
額
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
四
条
に
規
定

す
る
額
で
あ
る
者
に
対
す
る
第
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
本
文
中｢

相
当
す
る
期
間｣

と
あ
る
の
は｢

相
当
す
る
期
間
に
一
年
を
加
え
た
期
間｣

と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

地
域
医
療
課
感
染
・
看
護
室)

福
島
県
条
例
第
七
十
五
号

福
島
県
旅
館
業
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
旅
館
業
法
施
行
条
例(

昭
和
四
十
三
年
福
島
県
条
例
第
三
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

知
事
は
、
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
旅
館
業
の
許
可
の
申
請
者
及
び
法
第
三
条
の
三
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
旅
館
業
の
許
可
を
受
け
た
地
位
の
承
継
の
承
認
の
申
請
者
が
東
日
本
大
震
災

(

東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律(

平
成
二
十
三

年
法
律
第
四
十
号)

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
東
日
本
大
震
災
を
い
う
。)

に
よ
り
被
害
を
受
け

た
者
で
あ
る
と
き
は
、
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
手
数
料
の
全
部
又
は
一
部
を
免

除
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
福
島
県
旅
館
業
法
施
行
条
例
の
規
定
は
、
平
成

二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

(

食
品
生
活
衛
生
課)

福
島
県
条
例
第
七
十
六
号

福
島
県
温
泉
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
温
泉
法
施
行
条
例(

平
成
十
二
年
福
島
県
条
例
第
五
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

知
事
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
が
東
日
本
大
震
災(

東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の

特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律(

平
成
二
十
三
年
法
律
第
四
十
号)

第
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
東
日
本
大
震
災
を
い
う
。)

に
よ
り
被
害
を
受
け
た
者
で
あ
る
と
き
は
、
第
一
条
第
一
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
手
数
料
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る

も
の
と
す
る
。区

分

手

数

料

一

第
一
条
第
一
項
の
表
一
の
項
の
上
欄
に
掲

土
地
掘
削
許
可
申
請
手
数
料

げ
る
者

二

第
一
条
第
一
項
の
表
三
の
項
の
上
欄
に
掲

土
地
掘
削
許
可
者
の
相
続
人
の
事
業
継
続
承

げ
る
者

認
申
請
手
数
料

三

第
一
条
第
一
項
の
表
五
の
項
の
上
欄
に
掲

ゆ
う
出
路
増
掘
又
は
動
力
装
置
の
許
可
申
請

げ
る
者

手
数
料

四

第
一
条
第
一
項
の
表
七
の
項
の
上
欄
に
掲

ゆ
う
出
路
増
掘
又
は
動
力
装
置
の
許
可
者
の

げ
る
者

相
続
人
の
事
業
継
続
承
認
申
請
手
数
料

五

第
一
条
第
一
項
の
表
九
の
項
の
上
欄
に
掲

温
泉
採
取
許
可
申
請
手
数
料

げ
る
者

六

第
一
条
第
一
項
の
表
十
一
の
項
の
上
欄
に

温
泉
採
取
許
可
者
の
相
続
人
の
事
業
継
続
承

掲
げ
る
者

認
申
請
手
数
料

七

第
一
条
第
一
項
の
表
十
二
の
項
の
上
欄
に

可
燃
性
天
然
ガ
ス
濃
度
確
認
申
請
手
数
料

掲
げ
る
者
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八

第
一
条
第
一
項
の
表
十
三
の
項
の
上
欄
に

温
泉
採
取
許
可
施
設
の
位
置
等
又
は
採
取
方

掲
げ
る
者

法
変
更
許
可
申
請
手
数
料

九

第
一
条
第
一
項
の
表
十
四
の
項
の
上
欄
に

温
泉
利
用
許
可
申
請
手
数
料

掲
げ
る
者

十

第
一
条
第
一
項
の
表
十
六
の
項
の
上
欄
に

温
泉
利
用
許
可
者
の
相
続
人
の
事
業
継
続
承

掲
げ
る
者

認
申
請
手
数
料

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

薬

務

課)

福
島
県
条
例
第
七
十
七
号

福
島
県
商
業
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
商
業
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
条
例(

平
成
十
七
年
福
島
県
条
例
第
百
二
十
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
九
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

市
町
村
が
定
め
る
当
該
市
町
村
に
お
け
る
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
行
政
の
運
営
を
図
る
た
め
の

基
本
構
想(

当
該
基
本
構
想
に
基
づ
き
策
定
さ
れ
る
基
本
計
画
及
び
実
施
計
画
を
含
む
。)

第
二
条
第
九
項
第
四
号
中｢

第
九
条
第
十
項｣

を｢

第
九
条
第
十
一
項｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

平
成
二
十
三
年
法
律
第
三
十
五
号)

の
施

行
の
日
又
は
こ
の
条
例
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
第
九
項

第
四
号
の
改
正
規
定
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の

関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律(

平
成
二
十
三
年
法
律
第
三
十
七
号)

の
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て

三
月
を
経
過
し
た
日
又
は
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
の
翌
日
の
い
ず
れ
か
遅

い
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

商
業
ま
ち
づ
く
り
課)

福
島
県
条
例
第
七
十
八
号

福
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
屋
外
広
告
物
条
例(

昭
和
六
十
一
年
福
島
県
条
例
第
二
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

附
則
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

(

特
定
権
利
利
益
に
係
る
満
了
日
の
延
長
に
関
す
る
措
置)

12

平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
災
害
に
関
し
災
害
救
助
法(

昭
和
二
十
二
年
法

律
第
百
十
八
号)

が
適
用
さ
れ
た
市
町
村(

郡
山
市
及
び
い
わ
き
市
を
除
く
。)

の
区
域
内
に
住
所

(

法
人
に
あ
つ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地)

を
有
す
る
者
に
係
る
第
五
条
、
第
六
条
第
四
項

及
び
第
七
条
の
許
可
並
び
に
第
二
十
三
条
第
一
項
の
登
録(

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
以
前
に
行

つ
た
も
の
で
あ
つ
て
許
可
の
期
間
又
は
登
録
の
有
効
期
間
が
同
日
以
後
に
満
了
す
る
も
の
に
限
る
。)

(

許
可
の
期
間
又
は
登
録
の
有
効
期
間
が
既
に
満
了
し
た
も
の
を
含
む
。)

に
係
る
満
了
日
を
平
成

二
十
三
年
九
月
三
十
日
ま
で
延
長
す
る
。

13

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
満
了
日
の
延
長
の
措
置
を
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
以
後
に
お
い

て
も
特
に
継
続
し
て
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
前
項
に
規
定
す
る
満
了
日
を

更
に
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

期
限
内
に
履
行
さ
れ
な
か
つ
た
義
務
に
係
る
免
責
に
関
す
る
措
置)

14

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら
同
年
九
月
二
十
九
日
ま
で
の
間
に
履
行
期
限
が
到
来
す
る
第
二

十
三
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
義
務
及
び
第
二
十
三
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
義

務(

以
下
こ
れ
ら
を｢

特
定
義
務｣

と
い
う
。)

が
同
月
三
十
日
ま
で
に
履
行
さ
れ
た
と
き
は
、
当

該
特
定
義
務
が
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律

(

平
成
二
十
三
年
法
律
第
四
十
号)

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
履
行
さ
れ

な
か
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
不
履
行
に
係
る
行
政
上
及
び
刑
事
上
の
責
任(

過
料
に
係
る
も
の

を
含
む
。)

は
問
わ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

15

前
項
に
定
め
る
免
責
の
措
置
を
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
以
後
に
お
い
て
も
特
に
継
続
し
て
実
施

す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
規
則
で
、
特
定
義
務
の
根
拠
と
な
る
条
項
ご
と
に
、
新

た
に
、
当
該
特
定
義
務
の
不
履
行
に
つ
い
て
の
免
責
に
係
る
期
限
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

都
市
計
画
課)

福
島
県
条
例
第
七
十
九
号

福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例(

昭
和
三
十
五
年
福
島
県
条
例
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
一
の
一
の
表
福
島
県
営
浜
川
団
地
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

建
築
住
宅
課)

福
島
県
条
例
第
八
十
号

福
島
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例(

昭
和
二
十
六
年
福
島
県
条
例
第
六
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

附
則
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
場
合
は
、
第

四
十
七
条
の
十
一
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
附
則
別
表
下
欄
に
掲
げ
る
手
数
料
に
つ
い
て

は
、
免
除
す
る
。
た
だ
し
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
及
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び
そ
の
余
震
に
よ
る
被
害(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て｢

地
震
被
害｣

と
い
う
。)

を
受
け
た
建
築
物

並
び
に
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法(

平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号)

第
二
十
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
災
害
対
策
基
本
法(

昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三

号)
第
六
十
三
条
第
一
項
の
警
戒
区
域
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
区
域
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
区

域(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て｢

警
戒
区
域
等｣

と
い
う
。)

に
あ
る
建
築
物(

以
下
こ
の
項
に
お
い

て
こ
れ
ら
を

｢

被
災
建
築
物｣

と
い
う
。)

の
う
ち
第
二
号
に
規
定
す
る
被
災
建
築
物
の
床
面
積

(

事
務
所
、
店
舗
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
用
途
を
兼
ね
る
住
宅(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て｢

兼
用

住
宅｣

と
い
う
。)
に
あ
つ
て
は
、
当
該
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積)

に
対
す
る
当
該
被
災
建

築
物
に
係
る
第
二
号
に
規
定
す
る
建
築
物
の
床
面
積(

兼
用
住
宅
に
あ
つ
て
は
、
当
該
用
途
に
供
す

る
部
分
の
床
面
積)
の
割
合
が
一
・
五
を
超
え
る
場
合
は
、
そ
の
超
え
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

一

地
震
被
害
又
は
警
戒
区
域
等
の
指
定
を
受
け
た
日(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て｢

被
災
日｣

と
い

う
。)

か
ら
起
算
し
て
三
年
以
内
に
被
災
建
築
物
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
の
住
宅(

兼
用
住
宅
を

除
く
。)

の
建
築
、
大
規
模
の
修
繕
若
し
く
は
大
規
模
の
模
様
替
又
は
被
災
建
築
物
の
う
ち
住
宅

(

兼
用
住
宅
を
除
く
。)

の
増
築
、
改
築
若
し
く
は
移
転
、
大
規
模
の
修
繕
若
し
く
は
大
規
模
の

模
様
替
を
す
る
者

二

被
災
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
以
内
に
被
災
建
築
物
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
の
建
築
物(

兼
用
住

宅
以
外
の
住
宅
を
除
く
。)

の
建
築
、
大
規
模
の
修
繕
若
し
く
は
大
規
模
の
模
様
替
又
は
被
災
建

築
物(

兼
用
住
宅
以
外
の
住
宅
を
除
く
。)

の
増
築
、
改
築
若
し
く
は
移
転
、
大
規
模
の
修
繕
若

し
く
は
大
規
模
の
模
様
替
を
す
る
者

三

被
災
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
以
内
に
法
第
八
十
五
条
第
五
項
の
仮
設
建
築
物
の
建
築
を
す
る
者

附
則
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

附
則
別
表

区

分

手

数

料

一

法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
確
認
の

建
築
物
の
確
認
申
請
手
数
料(
第
四
十
七

申
請
者(

次
項
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。)

条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ

り
加
算
す
る
額
に
係
る
部
分
を
除
く
。
次

項
に
お
い
て
同
じ
。)

二

第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請

建
築
物
の
確
認
申
請
手
数
料
及
び
第
四
十

に
係
る
計
画
に
法
第
八
十
七
条
の
二
の
昇
降
機

七
条
の
三
の
表
の
第
一
号
ア
又
は
イ
に
掲

に
係
る
部
分
が
含
ま
れ
る
場
合
の
法
第
六
条
第

げ
る
手
数
科

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
確
認
の
申
請
者

三

第
四
十
七
条
の
三
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者

そ
れ
ぞ
れ
第
四
十
七
条
の
三
の
表
の
中
欄

に
掲
げ
る
名
称
の
手
数
料

四

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
検
査
の

建
築
物
の
完
了
検
査
申
請
手
数
料

申
請
者(

次
項
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。)

五

第
四
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請

建
築
物
の
完
了
検
査
申
請
手
数
料
及
び
第

に
係
る
工
事
に
法
第
八
十
七
条
の
二
の
昇
降
機

四
十
七
条
の
五
の
表
第
一
号
に
掲
げ
る
手

に
係
る
部
分
が
含
ま
れ
る
場
合
の
法
第
七
条
第

数
料

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
検
査
の
申
請
者

六

第
四
十
七
条
の
五
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者

そ
れ
ぞ
れ
第
四
十
七
条
の
五
の
表
の
中
欄

に
掲
げ
る
名
称
の
手
数
料

七

法
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
検

建
築
物
の
中
間
検
査
申
請
手
数
料

査
の
申
請
者

八

第
四
十
七
条
の
八
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者

そ
れ
ぞ
れ
第
四
十
七
条
の
八
の
表
の
中
欄

に
掲
げ
る
名
称
の
手
数
料

九

第
四
十
七
条
の
九
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者

そ
れ
ぞ
れ
第
四
十
七
条
の
九
の
表
の
中
欄

に
掲
げ
る
名
称
の
手
数
料

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

建
築
指
導
課)
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